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（１） 「新しい学習指導要領の考え方」

令和２年度より小学校から新学習指導要

領がスタートします。新しい学習指導要領

の考える新しい時代に必要となる資質・能

力とは、生きて働くための「知識・技能」

の習得、未知の状況にも対応できる「思考

力・判断力・表現力」の育成、学びを人生

や社会に生かそうとする「学びに向かう力

・人間性等」の涵養です。

そのために、学ぶことに興味や関心を持

ち、見通しを持って粘り強く取り組み、自

らの学習をまとめ振り返り、次の学習につ

なげる「主体的な学び」、個人で考えたことを、意見交換したり、議論したりすることで、

新たな考え方に気が付く「対話的な学び」、習得・活用・探求という学びの過程の中で、「見

方・考え方」を働かせながら、情報を精査して考えを形成したり、問題を見出して解決策

を考えたりする「深い学び」の実現が必要になります。

（２） 「聞く力」の育成

一昨年より学力向上プロジェクトでは学

力向上の先進地である石川県の羽咋市の視

察訪問を行い、「主体的で、対話的な深い学

び」の実践を研修してきました。昨年度は、

羽咋市の小学校より講師を招聘し、成央小

学校の６年１組で模範授業を公開し市内の

先生方が７０名参加し研修を行いました。

初めての先生の授業でも、興味を引くよう

な教材を事前に準備して子どもたちが主体

的に授業に参加していました。

令和２年度の学力向上に向けた取り組み
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羽咋市の小中学校を訪問して、ICT機器

を使用した「主体的で、対話的な深い学び」

の授業実践の視察研修を実施しました。

羽咋市では、授業のみならず、学校生活の

すべてにおいてアクティブワードを市内の

小学校で徹底し小学校の低学年からコミュ

ニケーション能力の育成を育んでいました。

「聞き手が作り出す話しやすい雰囲気」作

りから誰しもが安心して発表しあう環境ができており、授業における「対話的な学び」が

深まっていました。

学力向上プロジェクトでは、招聘

事業と視察研修を通して「主体的、

対話的な深い学び」を実践するため

には、９ヵ年を見通した「聞く力」

の育成による「学び」の変革が必要

であるということになりました。

本年度より、学校ごとに右図のような子どもたちが「主体的に」学びに向かい、「対話型

の学び」を深めるための「聞く力」を育む授業づくりが始まります。

（３）個に応じたきめ細かな指導体制

根室市では、国や北海道における各種支援事業の

教員の加配、根室市独自の学力向上補助教員を積極

的に活用して、個に応じたきめ細かな多学習指導

（※習熟度別指導、ティーム・ティーチング）を進

めてまいります。

本年度より新たに放課後教室・児童館等指導員に

よる小学校低学年の授業補助がスタートしました。

※クラスを習熟別に分けて興味関心等に応じた学習

を進めるのが習熟度別指導で、授業を進める先生と個別の指導を行う先生の２人で行う

学習指導をティーム・ティーチングといいます。

ティーム・ティーチング
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（４） 大型提示装置（大型モニター、実物投影機）の活用

根室市では、本年度より大型提示装置（大型モニター）、教員用と児童生徒一人一台のタブ

レット端末、実物投影機等を使用したインターネットやデジタル教材の画像や動画を活用し

た、より分かりやすい授業を進められるようになります。児童・生徒の興味・関心を高めて

学習意欲を向上させ、知識・理解の定着を図ります。

（５） 国のGIGAスクール構想による１人１台のタブレットPCの整備と活用

児童・生徒のノートや資料を、実物投影機やタブレット端末を用いて大型モニターに投影

するという発表方法や話し合い、協働での作業、発表などの双方向のやり取りを通して、児

童・生徒の発表の機会が増加し、考える力、表現する力を向上させることができます。

大型モニターに画像や

動画等の提示

手元の様子を

拡大して提示

大型 TVモニターの活用 実物投影機の活用

大型 TVモニターに投影 ビデオ映像の活用

写真撮影の活用 協働での話し合いに活用
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（６） 遠隔授業とオンライン授業

ICT の強みの一つとして、距離にかかわりなく

相互に情報の発信・受信のやり取りができる（双

方向性を有する）ことがあげられ、この強みをう

まく生かした遠隔教育では、学校同士をつないだ

合同授業の実施や外部人材の活用、幅広い科目開

設など、教師の指導や子供たちの学習の幅を広げ

ることができます。小規模校と近隣の学校をつな

ぎ、合同で授業を行うことで、多様な意見や考え

に触れたり社会性を養ったりする機会が増加する

などの効果を挙げることができます。新型コロナウイルス感染症の蔓延による臨時休業期

間に学校と家庭間でのオンライン授業が可能になります。

（７）特別支援教育の充実と推進

個々の児童・生徒の特性や障害にかかわりなく共に学ぶインクルーシブ教育を進め、ニ

ーズに応じた個別の支援により学力の向上と今後の共生社会を生きる子どもたちの育成を

図ってまいります。

①接続カリキュラムの充実

新入学児童の小学校生活の円滑なスタートを図るために

接続カリキュラムの充実、「子育てファイル”りんくす・ね

むろ”」の活用による幼稚園・保育所と小学校の効果的な引

継ぎを進めてまいります。

また、幼・保・小・中それぞれの

段階においても、「いままで」の学習

内容をしっかりと定着させ、「これから」の学習内容を着実に積み

上げていくことができるように個々の子どもたちが必要とする支

援に努めていきます。

②通級指導教室が新しく設置されました

特別な支援を要する児童・生徒の学習活動を支援するために、本

年度より成央小学校に通級指導教室が設置されました。
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③特別支援教育支援員（学習支援員・介助員）の拡充に努めます

学級に在籍する支援を必要とする児童生徒への教育的対応

が求められていますが、教師だけでは十分な支援が困難な場

合が多くあります。教員の円滑な授業をサポートしたり、早

期支援を必要とする児童生徒に対し学習活動上のサポートを

行ったりする特別支援員や介助業務員の拡充に努めます。

（１）「生活リズムチェックシート」の活用

「生活リズムチェックシート」の活用

などにより、家庭と学校が連携して基本

的な生活習慣の確立と学習習慣の定着を

図ります。

また、ゲーム機やスマートフォン利用

等の子どもたちがトラブルの被害者や加

害者にならないよう、ネット利用に関す

る家庭のルールづくりや「スイッチオフ２２」も促進してまいります。

家庭・保護者・地域との連携


